
写真

参加できる方
・地域住民、町会、自治会、学校、福祉団体、商店街、法人、
　任意団体等によって構成されること
・2名以上の会員によって構成されること

参加方法 ・電話にてご相談の上、協定書の取り交わし（P14参照）

活動の条件 ・1年以上の定期的な活動ができること

活動の内容

・掃き掃除（ごみ・落ち葉の清掃）
・除草、草刈（手刈り）
・施設点検と緊急連絡

▼ご希望に応じて、以下の活動もできます！
・花植え、草花の手入れ
・バイオネストの管理（技術支援あり）
・地域貢献を目的とした公園を活用した活動やイベント
・「みんなのこうえんサポーター」の目的に合致した活動等

サポートの
メニュー

・謝礼金の支給
・清掃道具等の支援
・ごみ袋の支給、清掃したごみの回収
・活動の目印（ビブス）の配布
・掲示板の設置
・地域貢献を目的とした活動やイベントの占用料免除、テント等の貸出
・花壇活動の支援（花苗支給、活動サインの設置）
※その他、活動の内容によって検討します

相談窓口

水とみどりの課　
　北地区公園づくり連携係 03-5662-5543
　　    
　南地区公園づくり連携係 03-5662-1934
　  中央地区（京葉道路以南）、葛西地区

　緑色のビブスが目印！
　身近な公園をみんなが気持ちよく利用で
きるように活動する有償ボランティアです。
区のサポートにより、清掃活動とあわせて、
地域活動やイベントの実施など、より柔軟で
自由な公園の活用ができます。

　 「本格的に公園で活動をしてみたい」、
「近所の公園をもっと使いこなしたい！」
という方におすすめです。興味がある方は、
お問い合わせください！

5．みんなのこうえんサポーター
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\地域のみんなで一緒に/

小松川地区、中央地区（京葉道路以北）、小岩地区、鹿骨地区、東部地区



具体的な活動内容

・謝礼などの活動支援を受けることができ、継続的な活動がしやすくなります。
・「みんなのこうえんサポーター」の活動を行うことで、地域の理解を得ながら、
　イベント等の地域活動を行いやすくなります。
・占用料免除やテント貸出により、イベントの実施やキッチンカー等の出店がしやすく
　なります（占用料免除についてはP15参照）。
・公園内の掲示板に、活動やイベントの告知などを掲示することができます。
・「みんなのこうえんサポーター」の目的に合致した内容であれば、区と相談の上、地域
　の理解を得ることで、公園独自のルールを策定できます。

活動のポイント
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活動の注意点

フリーマーケット キッチンカー 絵本の読み聞かせ会

１．掃き掃除（ごみ拾い、落ち葉掃き）
きれいと感じられる公園を保てるよう、定期的に清掃を行います。
落ち葉の時期には清掃頻度が高まるなど、状況に合わせた活動が必要になります。
清掃頻度は、公園の特徴や状況等によって異なるため区にご相談ください。

２．除草、草刈
 伸びている雑草などがあれば、除草や草刈（手刈り）を行います。

３．施設点検と緊急連絡
 施設の異常をみつけたら、すみやかに区へ連絡していただきます。 

　例）手洗所の水が出っぱなしで止まらない、公園灯が消えている、
　　　砂場へのガラス混入、遊具が壊れている、
　　　落書きや粗大ごみなどの不法投棄等

・公園利用者や近隣にお住まいの方に配慮して活動してください。
・草刈り機やブロワー（風が出る電動工具）を使用したい場合は、区担当者にご相談　　
　ください（P20のQ11参照）。
・活動中に危険物や不審物などを見つけた場合は、区または警察にすみやかにご連絡
　ください。



問い合わせ
まずは、水とみどりの課 北地区公園づくり連携係 、南地区公園づくり連携
係へお電話ください（連絡先はP11参照）。

みんなのこうえんサポーター 活動の手順

相談
活動したい場所、実施したいイベントや公園運営についての内容などを相談し
ながら決めていきます。受けられるサポートや手続きについて説明します。

立ち会い
公園を管理する区職員と現地で顔合わせし、ごみ処理や道具、活動の頻度、
イベントの詳細などを確認します。

協定書締結
協定書の取り交わしを行います（P14参照）。
必要事項を記入し提出していただきます。 

活動
活動を希望する月の1日より、活動を開始します。
活動に伴い、毎月の活動報告が必要です（P14参照）。
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手続きスケジュール
　毎年の手続きスケジュールは下記のとおりです。

申出書
相談・立ち会いをふまえ、参加申出書を提出していただきます。

審査
立ち会い・申出書をふまえ、活動の審査を行います。公園の利用状況、団体
の規模、予定する清掃頻度などにより協定締結をお断りする場合があります。

団体や活動内容により、活動の試行をお願いする場合があります。（試行）

1

２

3

4

5

6

7

・活動開始

・清掃活動の報告書を毎月提出

・上半期活動分の請求書兼口座振替依頼書の提出
・上半期活動分の謝礼金振込／振込通知は予定していません

・翌年度の活動に向けて区と打ち合わせ
・翌年度の協定締結（予定）

・活動終了

・下半期活動分の請求書兼口座振替依頼書の提出
・下半期活動分（前年度）の謝礼金振込／振込通知は予定していません

4月

〜

10月

2月頃

3月

翌年度
4月



活動の謝礼について

【謝礼の支払い方法】
　謝礼は、年2回に分けて支払います。

　例）R7年度活動分を支払う場合
　　　R7年度 上半期謝礼金（月額×活動月数）の支払い：R7年10月以降
　　　R7年度 下半期謝礼金（月額×活動月数）の支払い：R8年  4月以降

※雑所得が年間20万円を超えると所得税課税の対象になる可能性があります。
　税務署にご相談ください。

　清掃活動などに対する謝礼として、活動範囲の面積に応じた下記の金額をお支払いします。
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協定書の取り交わしについて
　活動団体と区がお互いの役割を確認し、共に公園を管理するための「協定書」を交わ
します。協定の期間は、協定締結日から協定締結年度の3月末日までの最大1年間です。
　活動を終了したい場合は、1カ月前に解除申出書を提出してください。翌年度も引き
続き活動する場合は、2月頃に翌年度の協定書を締結します。

※「協定書」とは、お互いが確認事項に合意したことを示す書面です。
　2部作成し、活動団体と区の双方が保管します。

報告書について
・倉庫内に掲示する活動報告書にて毎月の作業報告を記入してください。
・翌月上旬に区が回収し、作業状況を確認します。
・活動中に起こった事故や急を要する事項についてはすみやかに区に連　
　絡してください。

【報告書に記入する項目】
　・団体名 、公園名、活動日﻿時、ごみ袋数、活動人数、活動内容
　・その他、気づいたこと等

活動団体について
・原則1公園に1団体です。活動したい公園に複数の団体がある場合
　は、代表者を決めていただければ 1つの団体として協定を結ぶこ
　とも可能です。
・公園が広ければ、公園の一部を活動範囲としたり、公園を2つに
　分け、1公園に2団体とする場合もあります。
・1つの活動団体が、複数の公園で協定を結ぶことも可能です。

活動範囲の面積    謝礼金額（税込・月額）

1,000㎡未満 7,200円

1,000㎡以上 2,500㎡未満 14,400円

2,500㎡以上 5,000㎡未満 21,600円

 5,000㎡以上​ 43,200円




